
 

令和８年２月２７日 

鉄 道 部 計 画 課 

自動車交通部旅客課 

 

伊予鉄道株式会社の鉄軌道事業に係る旅客運賃の上限変更認可及び伊予鉄バス株式会社

の一般乗合旅客自動車運送事業（路線バス）に係る運賃の上限変更認可について 

 

四国運輸局は本日、令和８年１月７日付けで伊予鉄道株式会社（愛媛県松山市）から申請

のあった、鉄軌道事業の旅客運賃の上限変更認可申請及び伊予鉄バス株式会社（愛媛県松山

市）から申請のあった一般乗合旅客自動車運送事業（路線バス）に係る運賃の上限変更認可

申請について申請のとおり認可しました。 

 

 

１．鉄道・軌道 

（１）申請日 令和８年１月７日 

   

（２）申請者 

申請者名：伊予鉄道株式会社 

代 表 者：代表取締役社長 清水 一郎 

所 在 地：愛媛県松山市湊町４丁目４番地１ 

 

（３）変更しようとする旅客運賃の上限を適用する路線 

鉄道運賃 鉄道線全線（城北線を除く） ３３．９ｋｍ 

軌道運賃 軌道線全線（鉄道城北線を含む） ９．６ｋｍ 

 

（４）申請概要 

①申請理由 

伊予鉄道株式会社では、輸送の安全確保と旅客サービスの向上に取り組み、事業の健

全化に努めてきたが、昨今の物価高騰に加え、安全運行に必要な人材確保のための人件費

確保への対応が急務となっている。こうした中、引き続き業務の合理化・効率化を推進し、

経費削減に努めるとともに、安全保安度と利便性の向上に係る設備投資、安定輸送を確保

するための人材確保・処遇改善に係る経費を確保することにより、鉄軌道事業の経営健全

化を図り、持続可能な輸送サービスを確保するために申請に及んだものである。 

 

②申請内容 別紙のとおり 

 

（５）改定実施予定日 令和８年４月１日 

  

 
四国運輸局 

国土交通省 

【問い合わせ先】 

《鉄道・軌道》 

四国運輸局鉄道部計画課 

担当 一色、滝井 

電話  087-802-6755 

《バス》 

四国運輸局自動車交通部旅客課 

担当 宮野、山下、小早川 

電話  087-802-6771 



 

別紙 

 

１．変更しようとする旅客運賃の種類・額及び適用方法 

  （１）鉄道（大人運賃の一部抜粋） 

普通旅客運賃 

営業キロ 上限運賃 

キロメートルまで 現行運賃 申請運賃 値上率 

３ ２３０円 ２５０円 ８．７％ 

４ ２８０円 ３００円 ７．１％ 

５ ３００円 ３２０円 ６．７％ 

６ ３５０円 ３８０円 ８．６％ 

７ ３７０円 ４００円 ８．１％ 

９ ４３０円 ４６０円 ７．０％ 

１１ ４９０円 ５２０円 ６．１％ 

１３ ５５０円 ５８０円 ５．５％ 

１５ ６１０円 ６４０円 ４．９％ 

１７ ６７０円 ７００円 ４．５％ 

１９ ７２０円 ７５０円 ４．２％ 

２１ ７７０円 ８００円 ３．９％ 

２３ ８２０円 ８５０円 ３．７％ 

２５ ８７０円 ９００円 ３．４％ 

 

定期旅客運賃（大人通勤１ヶ月） 

営業キロ 上限運賃 

キロメートルまで 現行運賃 申請運賃 値上率 

３ ６，５１０円 ７，１１０円 ９．２％ 

４ ９，１７０円 １０，０１０円 ９．２％ 

５ １１，０９０円 １１，８８０円 ７．１％ 

６ １３，０７０円 １４，２６０円 ９．１％ 

７ １３，８６０円 １５，０５０円 ８．６％ 

９ １６，２４０円 １７，４３０円 ７．３％ 

１１ １８，６２０円 １９，８００円 ６．３％ 

１３ ２０，９９０円 ２２，１８０円 ５．７％ 

１５ ２３，３７０円 ２４，５６０円 ５．１％ 

１７ ２５，７４０円 ２６，９３０円 ４．６％ 

１９ ２７，７２０円 ２８，９１０円 ４．３％ 

２１ ２９，７００円 ３０，８９０円 ４．０％ 

２３ ３１，６８０円 ３２，８７０円 ３．８％ 

２５ ３３，６６０円 ３４，８５０円 ３．５％ 

 

  



定期旅客運賃（大人通学１ヶ月） 

営業キロ 上限運賃 

キロメートルまで 現行運賃 申請運賃 値上率 

３ ４，８１０円 ５,２５０円 ９．１％ 

４ ６，７２０円 ７,３３０円 ９．１％ 

５ ８，０７０円 ８,６４０円 ７．１％ 

６ ９，５１０円 １０,３７０円 ９．０％ 

７ １０，０８０円 １０,９５０円 ８．６％ 

９ １１，８１０円 １２,６８０円 ７．４％ 

１１ １３，５４０円 １４,４００円 ６．４％ 

１３ １５，２７０円 １６,１３０円 ５．６％ 

１５ １７，０００円 １７,８６０円 ５．１％ 

１７ １８，７２０円 １９,５９０円 ４．６％ 

１９ ２０，１６０円 ２１,０３０円 ４．３％ 

２１ ２１，６００円 ２２,４７０円 ４．０％ 

２３ ２３，０４０円 ２３,９１０円 ３．８％ 

２５ ２４，４８０円 ２５,３５０円 ３．５％ 

 

  （２）軌道（大人運賃の一部抜粋） 

普通旅客運賃 

 
上限運賃 

現行運賃 申請運賃 値上率 

均一制 ２３０円 ２５０円 ８．７％ 

 

定期旅客運賃（大人通勤１ヶ月） 

 
上限運賃 

現行運賃 申請運賃 値上率 

均一制 ８，３２０円 ９，１１０円 ９．５％ 

 

定期旅客運賃（大人通学１ヶ月） 

 
上限運賃 

現行運賃 申請運賃 値上率 

均一制 ６，０５０円 ６，６３０円 ９．６％ 

 

  （３）平均改定率 

鉄軌道 

普通旅客運賃 
定期旅客運賃 

合計 
通勤 通学 

７．６％ ７．９％ ７．０％ ７．６％ 

 

  



２．収入原価総括表 

鉄軌道 

（単位：千円、％） 

 令和 

６年度 

（実績） 

令和８～１０年度合計 

（原価計算期間）【推定】 

現行運賃 認可運賃 

収入合計（A） 3,903,557 12,864,855  13,759,004  

（うち旅客運輸収入） 3,491,089 11,721,975  12,616,124  

原価合計（B） 3,535,159 13,835,517  13,823,437  

配当所要額（適正利潤）（C） 207,249 363,609 363,609  

収支率 
A／B✕100 110.4  93.0  99.5  

A／(B＋C)✕100 104.3  90.6  97.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．乗合バス（路線バス） 

（１）申請日 令和８年１月７日 

 

（２）申請者 

申請者名：伊予鉄バス株式会社 

代 表 者：代表取締役社長 清水 一郎 

所 在 地：愛媛県松山市湊町４丁目４番地１ 

 

（３）変更しようとする運賃の上限を適用する路線 

一般路線バス全路線（一部区間を除く。） 

 

（４）申請概要 

①申請理由 

伊予鉄バス株式会社では、令和６年１０月に一般路線バスの運賃改定を実施（上限運賃

の変更）後も、事業継続のために旅客動向に応じたダイヤ改正、不採算路線の収縮を行う

とともに、業務改善等で間接部門人員を節減し、経費の抑制を努めてきたが、人件費や燃

料費の増加、キャッシュレス化対応への導入費用など、事業の経営を圧迫している。 

このような事業環境であっても、引き続き環境対策車両の導入、視認性に優れた OBC運

賃表示器を導入する等、輸送の安全と利便性の向上に努め、公共交通として一般路線バス

事業を将来にわたり安全かつ安定的に継続していく必要があることから、更なる経営努

力に加えて運賃の改定による収支改善が必要不可欠であると判断し、申請に及んだもの

である。 

 

②申請内容 

初乗り運賃：申請２７０円（現行２５０円） 

基準賃率：申請６７．２０円（現行６２．５０円） 

１地帯制運賃：申請２７０円（現行２５０円） 

２地帯制運賃：申請３４０円（現行３１０円） 

（平均改定率：７．６６％） 

 

（５）改定実施予定日 令和８年４月１日 

 

【参考】 

○ 主な区間運賃 

 片道区間運賃 通勤定期運賃（１ヶ月） 

 現行運賃 
実施運賃 

（改定） 

上限運賃 

（改定） 
現行運賃 

実施運賃 

（改定） 

松
山
市
駅 

大街道 250 円    270 円 270 円 9,250 円 10,050 円 

椿前 480 円 520 円 520 円 18,490 円 20,100 円 

久米 530 円 580 円 580 円 20,500 円 22,510 円 

 


